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国見町水道事業経営戦略 

 

団 体 名  ： 福島県国見町 

事 業 名  ： 国見町水道事業 

策 定 日  ： 令和３年３月 （中間見直し 令和８年３月） 

計 画 期 間  ： 令和３年度  ～  令和１２年度 

 

 

１ はじめに 
   

国見町水道事業経営戦略は、令和３年度から１０年間を計画期間とする国見町水道事

業ビジョン及び令和２年度から４０年の長期ビジョンによる国見町アセットマネジメン

トに基づき、経営の基本方針、投資・財政計画等を定め、経営の健全化に取り組んできま

した。 

  この度経営戦略は、計画期間の中間年となりこれまでの実績と今後の見通しを改めて

検証し、安定した経営を目指すために内容の見直しを行うものです。 

 

 

２ 事業概要 
 
（１）事業の現況 

 

 ①給水                             令和７年３月現在 

供用開始年月日 昭和３４年１２月１日 計画給水人口 １３，５００  人 

法適（全部・財務） 

・非適の区分 
法適（全部） 

現在給水人口 ８，０３１  人 

有収水量密度    ０．３８ 千㎥/ha 

 

 ②施設                             令和７年３月現在 

水   源 □表流水，□ダム，□伏流水，☑地下水，☑受水，□その他  （複数選択可） 

施 設 数 
浄水場設置数 ０ 

管路延長 １０６ 
 

千ｍ 配水池設置数 １０ 

施 設 能 力 ５，０５０ ㎥/日  施設利用率   ５４．３   ％  

 

 ③料金 

料金体系の 

概要・考え方 

【用途別水道料金】 

（一般用）基本料金：１０㎥まで１，８００円、超過料金：１㎥につき２３０円 

（営業用）基本料金：１０㎥まで１，８００円、超過料金：１㎥につき３００円 
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（団体用）基本料金：２０㎥まで３，６００円、超過料金：１㎥につき２００円 

（臨時用）１㎥につき３４０円 

料金改定年月日 
（消費税のみの改定は含まない） 

平成１９年９月１日  

 

 <料金表> 

＊用途別水道料金 （１ケ月につき）                 平成１９年９月１日改定 

区分 基本水量 基本料金 超過水量 超過料金 

一般用 ㎥まで 

１０ 

円 

１，８００ 

 ㎥につき 

１ 

円 

２３０ 

営業用 １０ １，８００ １ ３００ 

団体用 ２０ ３，６００ １ ２００ 

臨時用 １㎥につき ３４０   

＊メーター使用料 １３ｍｍ８５円 ２０ｍｍ１２０円 ２５ｍｍ１８０円 ３０ｍｍ２４０円 

＊増徴料金 ３００円（新たに水道の供給を受ける使用者が２年間に限り納入） 

＊上記の料金に消費税１０％加算 

 

④組織 

・国見町上下水道課は、令和６年度末現在、７人が在籍し、上下水道係として水道事業、

下水道事業、浄化槽整備事業、他に渇水対策施設財産管理事業を行っています。 

・水道事業会計における予算上の職員給与費は、４．７５人分を設置している状況です。 

 

<組織体制> 

 

 

 

            課長 １人          係長１人 係員３人  

会計年度任用職員 2 人 

 

 

（２）これまでの経過と主な経営健全化の取り組み 

 

①国見町水道事業の主な経過 

昭和３２年の事業創設以来、当町においては６次にわたる拡張事業を行ってきまし

た。特に第６次拡張事業においては、それまで阿武隈川を水源として求めてきました

が、摺上川ダムにおける水源確保に切り替え、平成１９年４月より福島地方水道用水供

給企業団からの本格受水を開始しました。 

併せて、公営１・民営７の簡易水道について、町上水道への統合を進め、平成２９年

度にはすべての簡易水道組合の統合が完了しました。 

令和３年度からは、今後１０年間の水道事業の計画となる「国見町水道事業ビジョ

ン」、また４０年間の長期財政収支計画である「国見町アセットマネジメント」を策定

し、水道事業を運営しています。 

上下水道課 上下水道係 
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 ②今後の経営健全化を検討していくにあたっての主な取り組み 

【「適切な資産管理」について】 

  これまで適切に管理されてきた水道台帳のデータをもとに、令和２年度にアセット

マネジメント業務に取り組みました。これは、４０年という長期的な期間において、水

道事業の財政収支（経営状況）を明らかにし、「今後の更新費用」や「財源の確保」な

どを把握・検討するための業務です。 

 

【「広域連携の推進」について】 

  現在の取り組みとして、県北管内の水道用水供給を行っている福島地方水道用水供

給企業団での水質管理があげられます。これは、企業団の構成事業体が水質検査や検

査データの管理を企業団に委託し、広域的に水質の保全を図る目的で行われているも

のです。 

  また、事業統合を見据えた「広域化」については、摺上川ダムを水源とし、福島地方

水道用水供給企業団による浄水場の運営、送水システムがすでに構築されている状況

であるため、今後の経営状況を見定めながら、福島県や企業団の主導のもと広域化を

検討する必要があります。 

    

 

（３）経営比較分析表等を活用した現状分析 

 

  令和７年度に策定・公表しました、令和６年度決算に係る「経営比較分析表」を添付

しています。 

  この経営比較分析表は、経営及び施設の状況を表す経営指標を活用し、本町の経年比

較や他の類似団体との比較、複数の指標を組み合わせた分析を行い、経営の現状及び課

題を的確に把握することが可能となります。 

 

 

３ 将来の事業環境 
 
（１）給水人口の予測 

   

平成２７年４月に策定した「国見町人口ビジョン」が令和７年５月に改訂されました。

このことを受け、令和３年度策定の国見町水道事業ビジョンで示す給水人口予測値を次

のとおり下方修正します。 

  

 ①人口推移 

  令和７年改訂後の「国見町人口ビジョン」によると、令和７年から令和１２年の５年

間で△７８９人、△１０．１％の減少となります。 

 Ｒ２ Ｒ７ Ｒ１２ R7-R12 R2-R12 

Ｈ２７策定 8,879 8,230 7,577 △653 △1,302 

Ｒ７ 改訂 8,639 7,828 7,039 △789 △1,600 

差 △240 △402 △538 136 298 

 ②給水人口推移 

  改訂後の人口ビジョンの推移によると、令和７年からの５年間で△１０．１％となる
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ため、給水人口について 1 年間で△２％で推計します。令和１２年の給水人口は、 

７，１１４人となり、経営戦略策定当初の推計より△９０７人となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）水需要の予測 

  （１）の給水人口の予測値に、一人当たり年間有収水量の実績値１０２㎥（令和 3 年

～令和６年度の平均値）を掛けることにより、将来の年間有収水量を予測します。その

結果、令和１２年度は７２６千㎥となり、策定当初の予測より△９７千㎥となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）料金収入の見通し 

  （２）で算出した水需要の予測値（年間有収水量）に供給単価（令和３年度～令和６

年度の平均値：235.43 円）を乗ずることにより算出します。 

  給水収益（料金収入）の見通しについては、人口の減少とともに給水収益も逓減し、

令和１２年度は、１７０，８３５千円となり、策定当初の予測より△２２，９２８千円

となります。 

8,698 8,620 8,541 8,463 8,386 8,311 8,237 8,162 8,087 8,021 
8,492 8,262 8,165 

8,031 
7,870 

7,712 
7,558 

7,407 7,259 7,114 

5,000 

6,000 

7,000 

8,000 

9,000 

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２

給水人口の推移

Ｒ２策定時 Ｒ７中間見直し

単位：人 

894 886 878 870 862 854 846 839 831 823

858 851 832
818

803
787

771 756 740
726

600

650

700

750

800

850

900

950

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２

年間有収水量予測

Ｒ２策定時 Ｒ７中間見直し

単位：千㎥ 
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今後は、水道事業の安定的な経営のため、人口減少による料金収入減の対策が課題と

なります。 

  ※供給単価：収益（料金収入）/有収水量  

  

 

（４）組織の見通し 

  現在の国見町職員定数条例においては、「地方公営企業法の適用部局の職員」定数は６

人（会計年度任用職員除く）となっています。 

  水道事業は、住民生活に直結するライフラインを維持する事業体であり、職員数の減

少は住民の生活水準の低下を招くこととなることから、人材確保や人材育成については、

長期的な見通しのもと取り組んでいきます。 

 

 

４ 経営の基本方針 
 

 【適切で計画的な事業施行】 

   限られた料金収入の中、安全で安心な暮らしを実現させるべく、アセットマネジメ

ントに基づく計画的な経営を行い、適切な施設の維持管理や更新を実施するなど、整

備計画・財政計画を基に事業を行ってまいります。 

   また、今後も独立採算性や透明性を高め、経営状況を分かりやすく情報提供できる

ようにします。 

 

 【効率的な事業執行】 

   業務の効率化とコスト縮減を積極的に取り組みます。これまでと同様に民間委託の

活用により業務効率を図りつつ、将来的には県北管内における水道事業体間の事業統

合についても検討してまいります。 

 

 【料金収入の確保】 

   未収金対策などを強化し、料金収入の確保をより一層図ってまいります。 

 

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２

Ｒ２策定時 210,479 208,595 206,712 204,828 202,945 201,061 199,178 197,530 195,646 193,763

Ｒ７中間見直し 200,037 196,099 195,419 192,634 188,989 185,195 181,497 177,871 174,317 170,835

150,000

160,000

170,000

180,000

190,000

200,000

210,000

220,000

料金収入の見通し

Ｒ２策定時 Ｒ７中間見直し
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 【漏水対策の促進（有収率の向上）】 

   漏水は貴重な資源である水を無駄にするだけでなく、道路陥没等の二次災害も引き

起こす可能性があるため、漏水の早期発見と修繕及び未然に防止する予防的対策の推

進に努めます。 

 

 

５ 投資・財政計画（収支計画） 
 

（１）投資・財政計画表（収支計画）：別紙 

 

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定 

  長期目標として策定した「国見町アセットマネジメント」に基づき、４０年間のうち

の直近１０年間を本経営戦略の目標期間とします。 

 

 ①収支計画のうち投資について 

 【収支計画の策定にあたって反映した検討項目】 

 ・実使用年数に基づく水道施設の更新基準についての設定 

 ・アセットマネジメントに基づく更新需要の平準化 

 ・配水管網の適正口径検討（スペックダウン） 

 ・施設統廃合の検討（ダウンサイジング） 

 

 【計画期間内に実施する主な投資の内容】 

 ・管路更新：（延長）Ｌ＝１３，１００ｍ  

（費用）Ｃ＝６５９，９９０千円 

 ・その他構築物等の更新：中央監視装置更新・配水池建設（１箇所） 

      （費用）Ｃ＝３１８，７８２千円 

 

②収支計画のうち財源について 

【財源（水道料金、企業債、出資金、国庫補助金）の考え方】 

・料金収入：３．（３）で示したとおり 

・企 業 債：新規の企業債発行額、補助対象事業費（建設改良費全体の４０％と仮定） 

の 1/3 を見込んで算出する。 

 ・出 資 金：一般会計出資金（新規）は、補助対象事業費（建設改良費全体の４０％と

仮定）の 1/3 を見込んで算出する。 

 ・国庫補助金：国庫補助金（新規）は、補助対象事業費（建設改良費全体の４０％と仮

定）の 1/4 を見込んで算出する。 

 【収支計画の策定に当たって反映した財源確保の取り組み】 

 ・料金に関する事項 

   水道料金に関しては、収支バランスをとるために必要な料金を検討していきます。 

 ・その他の収入に関する事項 

   今後増大する老朽化した水道施設の更新費用については、単独財源だけで賄うこと

が困難であることから、国庫補助金（交付金）や企業債及び一般会計からの出資金に

よって建設改良費の財源の一部を賄います。 
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 ③収支計画のうち投資以外の経費について 

 ・委託費、修繕費、動力費に関する将来の維持管理費用については、令和３年度～令和

６年度における維持管理費単価（年間有収水量１㎥に対する年間維持管理費の割合）

を計算し、年間有収水量を掛けることで算出しました。 

 ・職員給与費（人件費）については、令和３年度～令和６年度における平均値で一定と

仮定し算出しました。 

 

（３）現在取組中もしくは今後検討予定の取組の概要 

 

 ①投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等 

広域化 

 一度に事業統合を図るのでなく、一部の業務から広域連携・共同

化を図れないか、メリット・デメリットを考慮しながら検討してい

きます。 

民間の資金・ノウハウ等の活用 

（ＰＰＰ/ＰＦＩ等の導入等） 

現在の民間委託を継続しながら、将来に向けてＰＰＰ・ＰＦＩ等

の導入を検討していきます。 

アセットマネジメントの充実 

（施設・設備の長寿命化等によ

る投資の平準化） 

 投資の平準化や施設・設備の統廃合（ダウンサイジング）等の検

討を計画に反映させた「国見町アセットマネジメント」に基づき進

めていきます。 

施設・設備の廃止・統合 

（ダウンサイジング） 

 「国見町アセットマネジメント」に施設・設備の統廃合（ダウン

サイジング）の検討結果を反映。配水池については、これまでの１

１池から７池に縮小させる計画となっています。 

施設・設備の合理化 

（スペックダウン） 

 「国見町アセットマネジメント」に施設・設備の合理化（スペッ

クダウン）の検討結果を反映。口径Φ１００ｍｍ以上の送水管・配

水管を口径適正化の対象とし、町の水道台帳のデータを基に水利

解析を実施。対象管路のうち約７６％（３６ｋｍ）の管路につい

て、口径を１ランクダウンさせても水圧の問題がないことが判明

しました（詳細下図）。 

管路の老朽度評価 

 「国見町アセットマネジメント」の中で、水道台帳に登録されて

いる管路の口径、布設年度及び管種の情報を基に、災害を除く平常

時の事故率（漏水の発生率）を求め、各管路の老朽度を評価してい

ます。その結果、管種が VP の管路について、事故発生率が高いこ

とが判明し、布設箇所の特定も行っています。 

 

              

検討結果 延長（ｍ） 割合（％） 

１口径 up 432 0.9 

同口径 10,642 22.5 

１口径 down 36,322 76.6 

合計 47,395 100 

              適正口径化の検討結果（口径Φ１００ｍｍ以上） 
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 ②財源についての検討状況等  

料金 

 水道料金については、給水人口の減少により、現在の料金設定で

は維持管理費用や施設・設備の更新費用を賄うことが困難と考え

られるため、適切な料金設定が求められます。 

国庫補助金 

 今後増大する老朽化した水道施設の更新費用については、単独

財源だけで賄うことが困難であることから、国庫補助金（交付金）

の財源を最大限活用します。 

企業債 

 今後増大する老朽化した水道施設の更新費用については、単独

財源だけで賄うことが困難であることから、企業債の財源を最大

限活用します。 

繰入金 

 今後増大する老朽化した水道施設の更新費用については、単独

財源だけで賄うことが困難であることから、一般会計からの出資

に係る財源を最大限活用します。 

資産の有効活用等（※２）による 

収入増加の取組 

 現時点で具体的な資産の有効活用（収入増加の取組）は検討して

いませんが、今後収入増加の取組は必要となります。 

 ※２ 遊休資産の売却や貸付、債券運用の導入、小水力発電や太陽光発電など 

 

     

６ 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 
 

経営戦略の事後検証、改定等に 

関する事項 

ＯＯＤＡ（ウーダ）ループによる進行管理を行い、随時、観察

（Observe）、状況判断・方向付け（Orient）、意思決定（Decide）、

行動（Act）を行い、本経営戦略の見直しを行ってまいります。 

 

 


